
 
 
 
 
 
 

ⅠⅠ  平平成成２２１１年年度度  

予予算算概概算算要要求求総総括括表表  
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（単位：億円） 

区  分 

平成 20 年度

予  算  額

（Ａ）

平成 21 年度

要求･要望額

（Ｂ）

増 △ 減 額

 

（Ｂ）－（Ａ）

一 般 会 計 22１,223 229,515 8,292

 年 金 ･医 療 等 

に 係 る 経 費 
207,697 214,085 6,389

義 務 的 経 費 

人 件 費 
5,632 6,036 404

公共事業関係費

（ 水 道 ） 
709 674 △35

そ の 他 経 費 7,185 8,720 1,535

（注１）平成 21 年度要求･要望額は、「重要課題推進枠」を含んでいる。また、政府管掌健康保険の公

法人への移行等に伴う経費区分の変更を含んでいるため、増△減額が概算要求基準と一致しな

いものがある。 
（注２）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 

 

○ 年金・医療等に係る経費について、概算要求基準の範囲内に収めるための方策

については、同経費に関連して、新たな安定財源（税制上の措置）が確保された

場合の取扱いを含め、予算編成過程において引き続き検討する。 
 

○ 予算編成過程で検討 

１．基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げに係る経費 

２．少子化対策につき国が負担することとなる経費 

３．新たな年金記録管理体制の確立に係る経費 

４．高齢者医療の円滑運営対策に係る経費 

５．旧政管健保（「協会けんぽ」）の特例措置の取扱いに係る経費  等 

一般会計 

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省予予算算概概算算要要求求総総括括表表 
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(単位：億円)  

区  分 

平成 20 年度

予  算  額

（Ａ）

平成 21 年度

要求･要望額

（Ｂ）

増 △ 減 額

 

（Ｂ）－（Ａ）

特 別 会 計 767,896 785,500 17,604

労働保険特別会計 33,174 33,319 145

年 金 特 別 会 計 732,535 749,948 17,414

国 立 高 度 専 門 

医療ｾﾝﾀｰ特別会計 
1,520 1,717 197

船員保険特別会計 667 515 △152

（注１）特別会計の金額は、それぞれの勘定の歳出額を合計したものである。ただし、労働保険特別

会計においては、徴収勘定を除いたものである。 
（注２）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 
（注３）特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）附則第６７条の規定に基づき、国立高度

専門医療センター特別会計は平成２１年度の末日、 船員保険特別会計は日本年金機構法（平成

１９年法律第１０９号）の施行の日の前日までの期間に限り設置することとされている。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

特別会計 
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平平成成２２１１年年度度  一一般般歳歳出出のの概概算算要要求求基基準準のの考考ええ方方  

財務省作成資料 
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（注）太枠：平成２１年度概算要求分 

 

【 参 考 】 

１ 厚生労働省の▲２％控除額 

▲１５７億円（公共：▲１４億円、 その他経費（科振費含む）：▲１４３億円） 
 

２ 政府全体 

 
 

 

 

 

 公共事業関係費 その他経費（科学技術振興費等含む） 計 

２０ 年 度 予 算 ６．７兆円 ７．４兆円 １４．１兆円 

▲２％ 控 除 額  ▲１，３００億円 ▲１，５００億円 ▲２，８００億円 

重要課題推進枠 － － ＋３，３００億円 

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省概概算算要要求求（（重重要要課課題題推推進進枠枠関関係係））  

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝ 約 ８，７００億円 

 

 

（＋１７０億円） 

調
整
前
要
望
基
礎
額 

＋25％相当 

 
 
 

＜重要課題推進枠要望＞ 

「５つの安心プラン」等 １，８６０億円（Ａ） 
 

 

 

 

科学技術振興費 
１，０３０億円（Ｃ）
 

＋25％ 

 

 

そ   の   他 
５，８３０億円（Ｂ） 

 

 
 

 
 
公共事業費 
６７０億円 

 

調
整
前
要
望
基
礎
額 
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Ⅰ．年金・医療等に係る経費 

   前年度当初予算額に６，５００億円を加算した額  （注）自然増８，７００億円に対する削減額２，２００億円 

   年金・医療等に係る経費等特定の経費に関連して、新たな安定財源（税制上の措置）が確保された場合の取扱いについては、

予算編成過程で検討 

 

Ⅱ．予算配分の重点化促進のための加算 

   「重要課題推進枠」（3,300 億円程度）を新設し、成長力の強化、低炭素社会の構築、安心できる社会保障、質の高い国民生

活の構築等、「基本方針 2008」で示された重点課題のうち、緊急性や政策効果が特に高い事業に対して重点配分 

 

Ⅲ．予算編成過程における別途検討事項 

 ○ 基礎年金国庫負担割合の２分の１への引上げに係る経費 

 ○ 少子化対策につき国が負担することとなる経費 

 ○ 新たな年金記録管理体制の確立に係る経費 

 ○ 高齢者医療の円滑運営対策に係る経費 

 ○ 旧政管健保（「協会けんぽ」）の特例措置の取扱いに係る経費      等 

 

Ⅳ．その他 

 (1) 公共事業関係費 ： 前年度予算額から▲３％減 

 (2) その他経費（Ⅰ及び(1)以外の経費のうち、人件費及び義務的経費を除く経費、以下同じ） 

   ○ 科学技術振興費 ： 前年度予算額と同額 

   ○ その他（国立大学法人運営費、私立学校振興費、防衛関係費を除く） ： 前年度予算額から▲３％減 

 (3) 上記Ⅱのとおり、所管を越えた予算配分の重点化を促進するため、政策の棚卸し等を通じ、財源を捻出（公共事業関係費

及びその他経費につき、上記の基準額から更に▲２％分を充当） 

 (4) 公共事業関係費及びその他経費については、25％増の要望額を確保 

平平成成２２１１年年度度  厚厚生生労労働働省省所所管管予予算算にに係係るる概概算算要要求求基基準準  
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